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給水装置は、建物の所有者が設置したもので、市上下水道部が貸与してい
る水道メーター以外は所有者の財産です。
したがって、給水装置の維持管理は所有者（使用者）が行い、修理などの費
用は所有者（使用者）である皆さまの負担となります。ただし、道路部分の
漏水などの修理は市上下水道部が行います。
同様に下水道へ接続するための排水設備についても所有者の財産であ
り、維持管理は所有者が行うことになります。

　給水装置とは、道路に埋
めてある水道本管（配水管）
から各家庭に引き込む給水
管と、これに取り付けてある
止水栓や水道メーター、蛇
口など全般を言うのじゃ。

●上下水道のしくみ（上下水道設備の管理区分）●上下水道のしくみ（上下水道設備の管理区分）

ご家庭の上下水道(給水装置、排水設備)の管理は？ご家庭の上下水道(給水装置、排水設備)の管理は？ 水質について／水道事業について／水道料金について水質について／水道事業について／水道料金について

●水道（上水道）について知りたい！●水道（上水道）について知りたい！

水道について上下水道のしくみ

ご家庭の給水装置・排水設備は皆さまの財産です
滝沢市の水道水は、96％以上が地下水を水源として作られています。長
い年月を経て岩手山麓に蓄積された、豊富で清浄な地下水を使用してい
ることから、消毒のみで供給しており、天然水に劣らない水質を誇ってい
ます。
※一部河川の水も使用しています。

滝沢市の水質について

滝沢市の水道料金は、毎月定額の基本料金と、使用し
た水量に応じて加算される従量料金とで計算されて
います。

滝沢市の水道事業は、主に皆さまからいただく水道
料金で運営しています。
　

水道料金について滝沢市の水道事業について

まめちしき

水道料金を適
正に納付して下
さる方との公平
性を図るため、
滞納が続く方に
は給水停止と
いう、水道水の
供給をストップ
する措置を行っ
ています。

給水停止って・・・？

区　　分 宅地部分 道路部分

配水管
（水道本管）

下水道管
排水設備

水道メーター
止水栓

給水管
（引き込み管）

敷地部分 建物部分

所有者（使用者）

市上下水道部

市上下水道部 設置者

設置者水質の管理

止水栓
ポンプ

公共汚水ます公共汚水ます
水抜き栓

給水栓
（蛇口）

メーターボックス メーターボックスメーターボックス

水道メーター

所有者（使用者） 市上下水道部 所有者（使用者）

給水装置の管理

排水設備の管理

貯水槽水道

従量料金従量料金

基本料金基本料金

使用した水量に応じてご負担
いただく料金

検針や水道施設の修繕など、
使用した水量に関わらず必要
とする経費を、皆さまに定額で
ご負担いただく料金

コラム
1か月目

2か月目

3か月目

14日
25日

14日
25日

14日

下旬

△納付書発行
△納付期限口座振替日

△督促状発行
△督促分納付期限

△給水停止予告発行

△給水停止

最終猶予期間最終猶予期間

水道水を作る

古くなった水道管の更新 水道施設の維持・管理

水道水を運ぶ施設
（配水管等）の整備

※13mm、20mmについては、5ｍ3まで基本料金に含まれます。

基本料金および従量料金 （税込み）

口径別

13mm
20mm

5m3まで
5m3まで

1,069円
152円

1,419円

基本料金（1ヶ月につき）

基本水量 料　金

従量料金
（5ｍ3を超えた分
1ｍ3につき）

○メーター口径が25mm以上のとき

○メーター口径が13mmまたは20mmのとき

基本料金および従量料金 （税込み）

口径別

25mm -

-

-

-

-

-

1,182円

30mm 1,697円

40mm 5,862円

50mm 9,154円

75mm 20,468円

100mm 36,205円

152円

基本料金（1ヶ月につき）

基本水量 料　金

従量料金
（1ｍ3につき）


